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12
月
16
日
に
令
和
３
年
第
４
回

町
議
会
臨
時
会
が
招
集
さ
れ
ま
し

た
。

　

審
議
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

■
令
和
３
年
度
月
形
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
・
第
６
号
）

□
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ

ぞ
れ
１
億
２
８
６
７
万
５
０
０
０

円
増
額
し
ま
し
た
。

　

燃
料
代
高
騰
に
伴
う
低
所
得
者

へ
の
支
援
や
子
育
て
世
帯
臨
時
特

別
支
援
事
業
な
ど
を
実
施
す
る
た

め
の
増
額
補
正
で
す
。

予
算
総
額

　

42
億
６
４
７
５
万
７
０
０
０
円

議　会
第
４
回
町
議
会

臨
時
会

　

高
額
介
護
合
算
療
養
費
と

は
、
医
療
制
度
と
介
護
保
険
の

両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の

自
己
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で

す
。

　

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
、

1
年
間
に
支
払
っ
た
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
と
介
護
保
険
の
自

己
負
担
額
の
合
計
が
下
表
の
基

準
額
（
限
度
額
）
を
超
え
た
場

合
、
そ
の
超
え
た
分
が
「
高
額

介
護
合
算
療
養
費
」
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
勧
奨
通
知
の
発
送
は
、

３
月
下
旬
の
予
定
で
す
。
支
給

を
受
け
る
に
は
、
役
場
住
民
課

戸
籍
保
険
係
へ
の
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た

　

は
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

　

の
い
ず
れ
か
が
０
円
の
場
合

　

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

●
支
給
額
が
５
０
０
円
以
下

　

の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

問
合
せ
先　

住
民
課
戸
籍
保
険

　

係
☎　
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た
は
北
海
道
後
期
高
齢
者

　

医
療
広
域
連
合
☎
０
１
１
・

　

２
９
０
・
５
６
０
１

ＩＰ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
～
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て
～

～
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て
～

負担
割合

区分 自己負担額合計の基準額

３割 現役並み所得者
【課税所得 690 万円以上】212 万円

【課税所得 380 万円以上】141 万円
【課税所得 145 万円以上】 67 万円 

１割

一般 56 万円

住 民 税
非課税世帯

区分Ⅱ（※ 1） 31 万円

区分Ⅰ（※ 2） 19 万円

【1 年分の自己負担額の計算期間：令和２年８月１日～令和３年７月 31 日】

※１　世帯全員が住民税非課税
　　で区分Ⅰに該当しない方
※２　世帯全員が住民税非課税　　
　　であり、世帯全員の所得が
　　０円（公的年金収入のみの
　　場合、その受給額が 80万
　　円以下）、または老齢福祉
　　年金を受給している方

　

今
年
度
も
皆
さ
ま
の
ご
協
力
に

よ
り
、
多
く
の
社
資
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

ＩＰ

福　祉
日
本
赤
十
字
社
社
資
募

集
結
果
に
つ
い
て

　

１
月
１
日
発
行
広
報
１
月
号

中
、
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
次

の
と
お
り
訂
正
し
、
お
詫
び
申

し
上
げ
ま
す
。

■
５
ペ
ー
ジ
、
秋
の
叙
勲
受
章

中
、
金
澤
博
さ
ん
の
受
章
名
に

つ
い
て

●
誤
「
旭
日
双
光
章
」
→
正
「
瑞

宝
単
光
章
」

お
詫
び
と
訂
正

　

こ
の
ほ
ど
、
全
国
民
生
委
員
児

童
委
員
連
合
会
か
ら
町
内
で
活
躍

す
る
民
生
委
員
児
童
委
員
に
対
し

て
、
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連

合
会
会
長
永
年
勤
続
表
彰
状
が
贈

呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

表
彰
さ
れ
た
の
は
、
釣
崎
富
美

子
さ
ん
（
北
農
場
１
）
で
、
民
生

委
員
児
童
委
員
と
し
て
社
会
奉
仕

の
精
神
を
も
っ
て
長
年
そ
の
職
務

を
遂
行
し
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄

与
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
功
績
が
顕

著
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
た
び
表

彰
さ
れ
た
も
の
で
す
。

福　祉
民
生
委
員
児
童
委
員
の

釣
崎
委
員
が
表
彰

　

日
赤
月
形
町
分
区
に
54
万
２
８

０
０
円
の
社
資
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
社
資
は
、

日
本
赤
十
字
社
に
送
金
さ
れ
、
数

多
く
の
赤
十
字
活
動
の
事
業
資
金

と
し
て
大
切
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
流
行
の
中
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力

に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な

お
社
資
は
通
年
で
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

日
本
赤
十
字
社
北
海

　

道
支
部
空
知
地
区
月
形
町
分
区

　
（
保
健
福
祉
課
地
域
福
祉
係
）
☎
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　毎年、２月７日は「北方領土の日」です。
　この日を中心とする１月 21 日から２月 20 日までの
１カ月間を「北方領土の日特別啓発期間」と設定し、
全道各地においてさまざまな返還要求運動が展開され
ます。
　北方領土の早期返還を実現するためには、皆さん一
人ひとりの協力が必要です。月形町では特別啓発期間
中、役場庁舎町民サロンに「北
方領土返還要求署名コーナー」
を設置しています。
　役場にお立ち寄りの際は署
名のご協力をお願いします。

北方領土復帰期成同盟空知地方支部

募集種目 自衛官候補生　※状況により実施

受験資格 18 歳以上 33 歳未満の者

受付期限 ２月 10 日（木）

試験期日 ２月 20 日～ 21 日（内１日）

　2003 年に発生した宮城県沖地震の住民の行動に関する調査結果で
は、地震の発生で 87％の人が津波を思い浮かべ、63％の人が津波が
来そうだと予測しました。しかし自分の身の危険を感じたのは 29％
の人まで減り、実際に逃げた人はわずか２％でした。
　人間はいやなことが来るとそれに対応するにはすごく弱いそうで
す。これは「正常化の偏見 ( 正常性バイアス）」と言われるもので、異
常な事態に遭遇しても「大丈夫だ」と思い込もうとし、その一方で「心
配だから情報収集に走り、避難できない状態」に陥ったりします。
　まず、災害に接した自分が逃げようとしないことを自分自身が理
解したうえで、それを押して行動に移すことができる理性が必要と
なります。また、先入観にとらわれすぎてしまう場合もあります。
ニュースなどで被災地の住民が「こんな災害は生まれてはじめてだ」
と話すのを聞いたことがあるはずです。100 年に一度の災害の場合、
いつ来るかは誰にもわかりません。災害は住民の都合を考慮してやっ
てくるわけではないので、日頃から準備をしておきましょう。

防災対策専門員による防災講座㉑
「正常化の偏見」という認識の歪み

人　事
月
形
町

人
事
異
動

■
異
動
…
1
月
1
日
付
け

●
月
形
町

▽
住
民
課
税
務
係
（
住
民
課
戸
籍

保
険
係
）
高
橋
尚
也

●
町
立
病
院

▽
医
事
係
主
査
（
新
採
用
）
野
口

雅
人
▽
看
護
科
看
護
師（
新
採
用
）

宮
澤
綾

　令和３年 12 月 22 日、第５回月形町地域拠点施設
整備等審議会を開催しました。
　前回の審議会では、道の駅設置場所候補地である

「皆楽公園」、「月形小学校」、どちらに設置すべきか
を議論していただきました。
　今回は、前回のグループワークで出された設置場
所について、意見の精査などを行いました。次回の
審議会では、設置場所の比較検討を行う予定で、候
補地の視認性や道の駅として必要な機能を十分に備
えられるかなど、全 23 項目に対しての評価を委員一
人ひとりに行っていただき、議論していく予定です。
※当審議会は、どなたでも
傍聴することができます。
次回開催日は、町ホーム
ページに掲載します。お気
軽にお越しください。

地域拠点施設と道の駅整備について

問合せ先　企画振興課地域振興係☎　 53・2325ＩＰ

　

北
海
道
立
総
合
研
究
機
構
農
業

研
究
本
部
花
・
野
菜
技
術
セ
ン

タ
ー
で
は
、
花
・
野
菜
新
技
術
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

本
セ
ミ
ナ
ー
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
に
変
更
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

　

花
と
野
菜
の
新
技
術
に
つ
い

て
、
ど
な
た
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

　

な
お
、
開
催
内
容
な
ど
に
つ
い

て
は
、
左
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w

w
.

　

hro.or.jp/list/agricultural/

　

research/hanay

　

asai/koho/inde

　

x.htm
l

問
合
せ
先　

花
・
野
菜
技
術
セ

ン
タ
ー
☎
０
１
２
５
・
28
・

２
２
１
１

その他
花
・
野
菜
新
技
術
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
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『月形町中小企業等振興基本条例が施行されます』
　月形町では、中小企業および小規模企業（以下「中小企業等」という）の振興に向けた施策を総合的に実施す
るため、「月形町中小企業等振興基本条例」が、令和４年４月１日に施行されます。

～月形町中小企業等振興基本条例とは～

　この条例は、中小企業等の振興の基本となる事項
を定め、健全な発展を促進し、地域経済の持続的発
展と活力の創造を図ることを目的として制定された
もので、基本理念、町の責務、中小企業者および小
規模企業者ならびに商工会の役割、町民の理解およ
び協力、施策の基本方針等を定めています。
　月形町では、この条例を基本に地域社会全体で地
域産業の活性化を推進していきます。

～なぜ、この条例が必要なのか～

　本町の事業者の９割以上を占める中小企業者等は、
これまで経済活動および地域の文化等において重要
な役割を果たし、まちづくりの担い手として雇用と
経済を支え、町民生活の向上をもたらしてきました。
　本町経済の発展および雇用の場の創出を図り、町
民生活の向上に繋げていくためには、中小企業者等
を地域全体で支援し、中小企業等の振興を図ること
が不可欠であり、その振興に向けた基本理念等を明
確にし、施策を総合的に実施するため、この条例が
制定されました。
　近年、経営者の高齢化、人口減少による労働力確
保、大規模自然災害や新型コロナウイルスによる急
激な経済状況の変化など、中小企業者等の自主努力
だけでは解決できない課題が増えてきているものの、
これまでにも増して大きな役割を果たしていくこと
が強く期待されています。

～中小企業者・小規模企業者とは～

●中小企業者とは、中小企業基本法（昭和 38 年法律
第 154 号）第２条第１項各号において、下記のと
おり規定されています。
業種分類 中小企業基本法の定義

製造業その他
資本金の額又は出資の総額が３億円以下
の会社又は常時使用する従業員の数が 300
人以下の会社及び個人

卸売業
資本金の額又は出資の総額が１億円以下
の会社又は常時使用する従業員の数が 100
人以下の会社及び個人

小売業
資本金の額又は出資の総額が５千万円以
下の会社又は常時使用する従業員の数が
50 人以下の会社及び個人

サービス業
資本金の額又は出資の総額が５千万円以
下の会社又は常時使用する従業員の数が
100 人以下の会社及び個人

●小規模企業者とは、中小企業基本法（昭和 38 年法
律第 154 号）第２条第５項において、下記のとお
り規定されています。
業種分類 中小企業基本法の定義

製造業その他 常時使用する従業員の数が 20 人以下
商業・サービス業 常時使用する従業員の数が５人以下

～関係者それぞれの役割は～

●町の責務（第４条）
・中小企業等の振興に関する施策を策定、実施する
・中小企業等の社会貢献、役割について町民等の理

解が深まるよう努める
・工事の発注等にあたっての中小企業者等の受注機

会の確保に努める
●中小企業等の役割（第５条）
・自らの経営基盤の強化、経営革新等に努める
・商工会への加入に努める
・地域社会を構成する一員として、地域社会との調

和を図る
・安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献する

よう努める
●商工会の役割（第６条）
・中小企業等の経営の向上および改善に積極的に取

り組む

～基本理念～

●中小企業者等の創意工夫ならびに自主的な努力を
尊重します

●中小企業等の成長および持続的な発展を図ります

・町が行う中小企業等の振興に関する施策に協力する
●町の基本的施策（第７条）
・基本理念に基づき、商工会、金融機関等と連携し、

中小企業等の経営の向上および改善を図るための
施策を講ずるよう努める

●町民等の理解と協力（第８条）
・中小企業等の振興が地域経済の基盤形成、雇用環

境の整備および地域の生活環境の向上において重
要な役割を果たしていることを理解し、中小企業
等の健全な発展に協力するよう努める

・町内において生産、製造または加工をされる製品
および町内で提供される商業サービスを利用する
よう努める

●町の財政措置（第 11 条）
・中小企業等の振興に関する施策を実現するため、

必要な財源措置を講ずる

問合せ先　企画振興課商工観光課係☎問合せ先　企画振興課商工観光課係☎IPIP 53・2325 53・2325
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消防月形支署☎　 53・2154（一般）　☎ 24・0119（火事情報）　☎ 119（救急・火事）消防月形支署☎　 53・2154（一般）　☎ 24・0119（火事情報）　☎ 119（救急・火事）問合せ先問合せ先 IPIP

＜ 各種表彰受章者　（敬称略）＞

◆岩見沢地区消防事務組合管理者表彰
　永年勤続章　青柳哲也
◆北海道知事表彰
　勤労章（20年）山田　肇、山口浩司、松本　潤
　表彰状（10年）三谷由希子、横山朋枝
　　　　　　　　小川　太、上葛　徹
◆北海道消防協会長表彰
　勤続章（30年）青柳哲也
　勤続章（20年）山田　肇、山口浩司
　勤続章（10年）横山朋枝、小川　太、傍田博光
◆空知地方支部長表彰
　勤続章（25年）加藤登志江、小林　衡、
　　　　　　　　目黒隆紀、久慈　誠、新妻美夕起

▶月形消防出初式開催

◆月形消防団長表彰
　吉田昌代、吉田和朗、樋浦翔太、山内貴大、
　藤本一輝、佐藤悠斗
◆岩見沢分会勤続章
　勤続章（25年）加藤登志江、小林　衡、
　　　　　　　　目黒隆紀、久慈　誠、新妻美夕起
　勤続章（15年）竹内　晶、石田涼多、池上公大、
　　　　　　　　長瀬弘典、高畠康典
　勤続章（５年）山本未来子、三浦美咲、
　　　　　　　　佐藤充高、山内貴大、
　　　　　　　　藤本一輝、佐藤孝則

　１月５日、月形消防出初式式典を月形町多目的研修
センターで開催しまし
た。今回は新型コロナ
ウイルス感染症の拡大
防止の観点から感染予
防に十分留意し、消防
関係者で式典のみを開

催、その中で消防業務に貢献された消防団員への表彰
が行なわれ、本年も「安
全、安心のまちづくり」
をさらに目指していく
ことを誓いました。

○
バ
ス
の
位
置
情
報
な
ど
を
把

握
で
き
ま
す

　

札
沼
線
バ
ス
月
形
当
別
線
で

は
、
Ｍ
ａ
ａ
ｓ
ア
プ
リ
「
と
べ

ナ
ビ
」
を
利
用
し
て
、
月
形
～

札
幌
間
（
バ
ス
ま
た
は
Ｊ
Ｒ
）

の
経
路
検
索
や
と
べ
～
る
号
（
月

形
当
別
線
）
の
位
置
情
報
、
混

雑
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

経
路
検
索
は
、
検
索
し
た
時

点
か
ら
利
用
で
き
る
バ
ス
ま
た

は
Ｊ
Ｒ
の
時
間
帯
を
検
索
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
運

賃
や
乗
車
時
間
な
ど
も
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
大
変
便

利
な
ア
プ
リ
で
す
。

冬
も
札
沼
線
バ
ス
に
乗
ろ
う

冬
も
札
沼
線
バ
ス
に
乗
ろ
う

○
余
裕
を
持
っ
て
乗
り
継
ぎ
し

ま
し
ょ
う

　

札
沼
線
バ
ス
は
、
Ｊ
Ｒ
と
の

接
続
を
考
慮
し
た
ダ
イ
ヤ
設
定

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
雪
の
影

響
や
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
遅

延
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
Ｊ

Ｒ
と
バ
ス
の
乗
り
継
ぐ
待
ち
時

間
が
５
分
程
度
の
便
も
あ
り
ま

す
の
で
、「
と
べ
ナ
ビ
」
や
バ
ス

車
内
な
ど
に
掲
示
さ
れ
て
い
る

時
刻
表
で
待
ち
時
間
を
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

　

バ
ス
の
運
行
が
始
ま
り
２
回

目
の
冬
を
迎
え
ま
し
た
。
札
沼

線
バ
ス
は
町
内
外
問
わ
ず
さ
ま

ざ
ま
な
方
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、

好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

冬
期
間
は
路
面
凍
結
や
吹
雪

な
ど
、
危
険
な
場
面
も
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
プ
ロ
の
ド
ラ
イ

バ
ー
が
運
転
す
る
バ
ス
に
乗
っ

て
、
安
全
に
目
的
地
ま
で
行
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。

問
合
せ
先　

企
画
振
興
課
地
域

振
興
係
☎
ＩＰ 
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「とべナビ」バス位置情報MAP
【バス停の位置】
タップするとバス停名が表示

【現在地】

【バスの位置】
【混雑状況】

表彰披露 町長告諭


